
第３期鎌倉食育推進計画の計画期間の延長について 

 

 

１ 現状 

令和２年７月に、第３期計画の評価及び第４期計画策定のためのアンケートを実施する予定でしたが、新

型コロナウイルス感染症の影響で、市民の生活や行動が通常時と大きく異なり、前回のアンケート結果との比

較が難しい状況です。また、税収減が見込まれる中で、優先順位等を勘案し、総合的に判断した結果、アン

ケート実施及び計画策定作業を１年延期することとなりました。 

 

２ 第３期鎌倉食育推進計画の計画期間の再度延長について 

計画の評価及び策定のためのアンケートの実施を１年延期し、令和３年度に実施する予定でした。しかし、

新型コロナウイルス感染症収束の兆しが見えないため、アンケートの実施を中止し、第３期鎌倉食育推進計

画の延長を検討しています。延長の期間は、鎌倉市健康づくり計画の改定時期とあわせ、４年間（令和８年

改訂）とします。 

 

【国】「第３次食育基本計画」の計画期間 

   平成 28年度～令和２年度 

【県】「第３次神奈川県食育推進計画」の計画期間 

   平成 30年度～令和４年度 

【市】「第３期鎌倉食育推進計画」の計画期間 

    （変更前）平成 30年度～令和３年度→（変更後）平成 30年度～令和７年度 

 

 

 

３ 計画期間の設定と、期間変更による影響について 

計画期間については、国・県は５年間としていることから、市でも第１期・第２期鎌倉食育推進計画の計画

期間を５年間と設定してきました。第３期鎌倉食育推進計画策定時には、新たに鎌倉市健康づくり計画が策

定されており、内容が一部重複するところもあることから、本計画の計画期間を鎌倉市健康づくり計画の中間

評価を行う令和２年度までの３年間と短く設定をしていました。計画期間について、食育基本法等での定めも

ないことから、延長することは特段問題ないと考えます。 
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